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『親あるあいだの準備を考える』
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〒940－2147長岡市新陽２-５-１　☎0258-47-5656

～障がいある子の未来を考えよう～

NPO法人ピュアはーと

0258－46－5251
＼お問い合わせはこちら／

講師

佐藤 彰一氏
　弁護士　　元国学院大学法学部教授
全国権利擁護支援ネットワーク　顧問

2025年度　第3回2025年度　第3回

いつまでも障がいある我が子を守れない・・・いつまでも障がいある我が子を守れない・・・

～親が元気なうちの対策がわかる講座～～親が元気なうちの対策がわかる講座～

主催者メッセージ主催者メッセージ

ホームページはこちらから

　親なきあとも、子の生活は続きます。「穏やかに、自分らしく生きていっ
てほしい」という願いは、親だったら当然持っています。
今、私たち親に出来ること、社会が出来ることを一緒に考えてみませんか

　親なきあとも、子の生活は続きます。「穏やかに、自分らしく生きていっ
てほしい」という願いは、親だったら当然持っています。
今、私たち親に出来ること、社会が出来ることを一緒に考えてみませんか

アクアーレ長岡　大会議室「朱鷺の間」

新潟ろうきん福祉財団助成事業新潟ろうきん福祉財団助成事業

（講演とミニシンポジウム）
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FAX      0258-46-5251

氏名（ふりがな）　

電話番号

ご所属先　

メールアドレス

聞いてみたいこと

ご職業　

講師紹介講師紹介

1953年福岡県生まれ。76年立命館大学法学部卒業。82年同大学大学院法学研究科
博士後期課程修了。2000年弁護士登録。12年佐藤彰一法律事務所（現PAC法律事
務所）を設立し代表に就任。立教大学教授、法政大学教授を経て12年より国学院大
学法学部教授。24年3月退官。24年2月まで全国権利擁護支援ネットワーク代表。
編著に『権利擁護がわかる意思決定支援』。
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参加申し込み用紙

必要事項を記入し、FAXまたはメールにて

お申し込みください。
※定員（50名）に達し次第お申込みを締め切ります。

こちらのQRコード

からもお申込み

いただけます

MAIL 　pure-heart@nct9.ne.jp

【お申し込み方法】


